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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ６ 月 2 2 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 長  廣 瀨  太 郎  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  1 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  安 定 同 位 体 分 析 機 器

一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ９ 年 ２ 月 2 6 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り

捨 て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る
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の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係

る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を

問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の

1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。 

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 又 は 「 そ の 他 機 器 類 」 で 、「 Ａ 」 、「 Ｂ 」 、

「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ

れ て い る 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い
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る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 2 3 6 - 8 6 4 8  神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２

－ 1 2 － ４  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育

機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 管 理 課  宮 脇  

巨 樹  電 話 0 4 5 - 7 8 8 - 7 6 2 6  F A X  0 4 5 - 7 8 8 - 5 0 0 1  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 安 定 同 位 体 分 析 機 器 一 式 入

札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」と 記 入 し 、社 名 、

担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、

上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 安 定 同 位 体 分 析 機 器 一 式 入

札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」と 記 入 し 、社 名 、

担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記

載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。  

( 3 )  応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  本 公 告

に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明 す る 書 類

を 令 和 ８ 年 ８ 月 ３ 日 1 7 時 ま で に 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て へ 提 出 す る こ と 。  

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、令 和 ８ 年 ７ 月 1 7 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書

受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー
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ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に

代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場

合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 5 )  入 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ８ 月 ３ 日 1 7 時

（ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵 便

に よ る こ と と し 、 必 着 の こ と ｡ ）  

( 6 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ８ 月 ５ 日 1 4

時  神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － 1 2 － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 資 源

研 究 所  ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 室  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  
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( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 長 が 判 断 し た

入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で

最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者

を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  
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p r o c u r i n g  e n t i t y :  T A R O  H i r o s e ,  D i r e c t o r ,  

M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  S t a b l e  i s o t o p e  a n a l y s i s  

e q u i p m e n t   

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  2 6  F e b r u a r y  2 0 2 7  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  

I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  
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A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D  “ S a l e s ” i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -

p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  

2 0 2 7 .  

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 7 : 0 0 ,  ３  A u g u s t  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  M I Y A W A K I  

N a o k i ,  A d m i n i s t r a t i o n  S e c t i o n ,  M a n a g e m e n t  

D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  I n s t i -

t u t e  ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d -

u c a t i o n  A g e n c y ,  ２ - 1 2 - ４ ， F u k u u r a ,  K a n -

a z a w a - k u ,  Y o k o h a m a  c i t y ,  K a n a g a w a ,  

2 3 6 - 8 6 4 8  J a p a n .  T E L  0 4 5 - 7 8 8 - 7 6 2 6  
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国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産資源研究所 



第１章  総 則 

 

 

１．目的及び用途 

  この仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所が調達する、安定

同位体分析機器（以下、「本装置」という。）について規定する。 
本装置は、試料（耳石および水晶体等）から安定同位体情報の高精度解析を可能と

し、水産資源生物等の由来判別や生息履歴推定等、資源評価の高度化に資する研究開発

を促進することをもって、漁業者や国民の生活の安定に貢献することを目的とする。 

 

２．調達数量 

  一式 

 

３．納入場所 

  神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 

  国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所 横浜庁舎 

 

４．検査 
  本装置は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所横浜庁舎の検査職員に

よる検査を受け合格しなければならない。 
 

５．その他 

（１）本装置の搬送・搬入及び操作説明等に必要な経費は、受注者側で負担すること。 

（２）受注者は、令和９年２月２６日までに納入を完了すること。 

（３）受注者は、本装置納入時及び試験運用時にて、操作に従事する職員（以下、「当該

担当者」という）に対し十分な取扱説明を行うこと。なお、これに要する費用は受注

者負担とする。 

（４）受注者は、本装置構成機器について和文で示した取扱説明書を、納入時に５部提出す

ること。 
 

（５）導入後１年間は性能不良等修理調整が必要になった場合は、無償で迅速に対応するこ

と。 
（６）受注者は、本装置に関する技術的相談・支援、及び故障発生時等における修理・点検

に速やかに対応できる保守体制を日本国内において整備していること。 



第２章  構 成 

 

１．本装置の概要 
  本装置は、同位体比質量分析計、元素分析計前処理装置、炭酸塩前処理装置等に

より構成される。 

資源評価の高度化に資する水産資源生物等の由来・生態履歴推定研究の遂行に必

要となる大規模な同位体データを高精度に得るために使用する。 

以下の仕様を満たすこと。 

 

２．本装置の構成および数量 

 

1．安定同位体分析機器 

1-1．同位体比質量分析計   一式 

1-2．元素分析計前処理装置   一式 

1-3．炭酸塩前処理装置   一式 

1-4．拡張オートサンプラー（EA 用）  一式 

1-5．拡張オートサンプラー（炭酸塩用） 一式 

1-6．恒温型サンプルトレイ（炭酸塩用） 一式 

1-7．自動酸滴下装置（炭酸塩用）  一式 

1-8．連続フロー用インターフェース  一式 

1-9．統合制御・解析環境   一式 

1-10．ノイズカットトランス   一式 

1-11．ドライエア発生装置   一式 

1-12．オイルレスドライポンプ  一式 

1-13．統合操作用端末   一式 

1-14．統合操作用端末台   一式 



第３章  本装置の仕様 

 

1. 安定同位体分析機器 

 

1-1．同位体比質量分析計（IRMS） 

1-1-1．本体は炭素・酸素・窒素などの軽元素同位体比測定が可能であり、測定質量範囲

は、1-92 Dalton以上であること。 

1-1-2．3台以上の複数検出器による同時測定に対応できること。 

1-1-3．高安定なビーム形成に資する適正な加速電圧（<4 kV）で動作できること。 

1-1-4．安定性を確保できる適正な磁場実効半径（≥190 mm）を有すること。 

1-1-5．微量炭酸塩試料に対して高感度で測定でき、精度δ¹³C≲0.1‰、δ¹⁸O≲0.1‰を達

成できること。 

1-1-6．試料ガスが残留してしまうことによるメモリー効果を抑制するため、微細孔がで

きない構造であること。 

1-1-7．イオン源を独自で焼き出す機構により、メモリー効果を抑制できること。 

 

1-2．元素分析計前処理装置(EA) 

1-2-1．ガスクロマトグラフによる分離性能を確保し、CNのメーカー保証精度としてδ¹³

C≲0.1‰、δ¹⁵N≲0.15‰（1σ）を満たせること。 

1-2-2．ヘリウム消費量を最適化して運用コストを抑制できること。 

 

1-3．炭酸塩前処理装置 

1-3-1．耳石などの炭酸塩試料について、リン酸溶解法による炭素・酸素同位体比が測定

可能な前処理装置が付属すること。 

1-3-2．リン酸反応で発生したCO₂をヘッドスペースで採取し、ループ注入とGC分離によっ

て、容易にIRMSへ導入できること。 

 

1-4．拡張オートサンプラー(EA用) 

1-4-1．多数の有機物試料について、自動測定を行うためのオートサンプラーが付属する

こと。 

1-4-2．大気の混入によるブランク値の上昇を防ぐため、ヘリウムによるパージ機能を有

すること。 

 

1-5．拡張オートサンプラー(炭酸塩用) 

1-5-1．多数の炭酸塩試料について自動処理するためのオートサンプラーが付属するこ

と。 

 

1-6．恒温型サンプルトレイ(炭酸塩用) 

1-6-1．12mLバイアルについて、室温プラス5℃～90℃の範囲で1℃単位の温度設定が可能

であること。 

 

1-7．自動酸滴下装置(炭酸塩用) 

1-7-1．リン酸溶液を自動滴下して炭酸塩からCO₂を生成することができること。 



1-7-2．ルーチン運用に耐える耐腐食性と保守性を備えていること。 

 

1-8．ユニバーサルインターフェース 

1-8-1．ヘリウムガスによる試料ガスの希釈と、標準ガス導入を自動で切り替え、IRMSへ

安定導入できること。 

1-8-2．2種類以上の前処理装置を同時に接続でき、自動切替制御が可能であること。 

 

1-9．統合制御・解析環境 

1-9-1．測定準備から自動立上げ、データ取得、レポートまで一つのワークフローで実行

できること。 

1-9-2．IRMS本体・元素分析計・ガス前処理装置を一元的に制御できること。 

 

1-10．ノイズカットトランス 

1-10-1．IRMSと前処理装置に必要な電力を供給し、電気的ノイズの低減機能を有し、装置

群の総消費電力に見合う容量で安全に運用できること。 

 

1-11．ドライエア発生装置 

1-11-1．装置に支障を来さぬよう、清浄・乾燥空気を供給でき、連続運転に耐えられるこ

と。 

 

1-12．オイルレスドライポンプ 

1-12-1．真空系内にオイルミストが侵入しないように、オイルを使わないオイルレスロー

タリーポンプ(ドライポンプ)が付属すること。 

 

1-13．統合操作用端末 

1-13-1．本システムの制御およびデータ処理に十分な性能・機能を有し、装置制御・分析

データ等を同時表示できるデュアルディスプレイを備える端末であること。 

 

1-14．統合操作用端末台 

1-14-1．装置制御用端末等を安全かつ安定に設置でき、配線と周辺機器のレイアウトに対

応できること。 


